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2025 年度第５回奈良県 U15 クラブバスケットボール新人大会 実施要項 

 

１ 主 催 一般社団法人奈良県バスケットボール協会 

 

２ 主 管 一般社団法人奈良県バスケットボール協会アンダーカテゴリーU15 部会 

 

３ 期    日 2025 年 10 月 25 日（土）26 日（日）  ※２日間 

 

４ 会 場 公営体育館他 

 

５ 大会方式 男女別 トーナメント戦によるノックアウト形式（３位決定戦は行わない） 

 

６ 競技規則  （1）現行の公益財団法人日本バスケットボール協会競技規則による。 

ただし、１クォーター８分とする。 

（2）マンツーマンディフェンスの基準規則による。 

（3）ユニフォームは、公益財団法人日本バスケットボール協会の最新のユニフォーム

規則による。ただし、スポンサー名を入れる場合は、名称や図柄等について未成

年が着用するにふさわしいものとし、その可否は事前に大会実施委員会へ提出

し、許可を得ること。Ｂユース所属のチームについては、B.LEAGUE のユニフォー

ム要項に準ずる。各チームは濃色・淡色の各ユニフォームを用意し、濃淡同番号

とする。その他、身につけるものは競技規則に準ずる。 

また、原則として、組み合わせ番号が若いチームを淡色（白色）とするが、２回

戦以降については、対戦する両チームの話し合いの上、変更しても良い。その

際、両チーム淡色は不可とし、濃色の際は同系色以外の着用を認めるものとし、

前日までに大会実施委員会に申し出て許可を得ることとする。 

（4）外国籍選手（JBA 基本規程に基づく）の出場は、コート上５名のうち１名以内とす

る。 

 

７ 参加資格   （1）2025 年度において、一般社団法人奈良県バスケットボール協会を経て、公益財団

法人日本バスケットボール協会 U15 カテゴリーに登録されたチーム及び競技者

（但し、中学校１・２年生に限る）であること。また、奈良県中学校バスケット

ボール新人大会とのエントリーの重複は認めない。 

（2）選手は、申込期日までに JBA に登録（移籍、追加登録も含む）されていること。 

（3）外国籍選手（JBA 基本規程に基づく）の大会エントリーは１チーム２名までとす

る。 

（4）ベンチで指揮を執るコーチは JBA 公認Ｅ級コーチ以上を保有していること。 

   なお、ベンチで指揮を執るコーチは、試合前、テーブルオフィシャルズにてスコ

アシートにサインする際、必ずコーチ登録証を提示すること。また、試合中はコ

ーチ登録証を JBA 公認コーチ用ネックストラップに入れ、見えるように首から下

げること。（審判員確認） 

（5）チーム責任者は、年齢が 2025 年４月１日現在 20歳以上の者で、チームを代表し

て対外的な窓口となり、参加にかかる手続き等ができること。また、チームに帯

同し、チームの最終責任者として活動できる者であること。 

（6）１.２回戦については、帯同審判とする。 

（7）前年度優勝、準優勝チームを第１、第２シードとする。 

          

８ チーム構成   スタッフ４名以内（コーチ、アシスタントコーチ、チーム責任者、マネージャー、 

トレーナー、ドクター等）、選手 15名以内の計 19名以内とする。 

ただし、エントリー人数については、その限りではない。 
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９ 申込方法及び期日 

2025 年 10 月 10 日（金）までに、U15 大会実施委員会へ申し込むこと。U15 クラブバ

スケットボール新人大会実施委員会へ申し込むこと。（詳細は検討中） 

 

10 大会参加料  １チーム 5000 円とする。 

 

11 エントリー変更 

エントリー変更は、大会前の 2025 年 10 月 10 日（金）までに、定められた方法で 

U15 クラブバスケットボール新人大会実施委員会に申し出なけばならない。 

ただし、エントリー変更を行う選手およびスタッフについては、「７ 参加資格」を 

満たしていること。 

 

12 組み合わせ抽選会     

2025 年 10 月 10 日（金）19:00～、郡山西中学校において実施する。 

 

13 開 会 式  執り行わない。 

 

14 閉 会 式  競技終了後直ちに行う。 

 

15 表 彰  優勝、準優勝のチームを表彰する。 

 

16 ベ ン チ    組み合わせ番号の若いチームがテーブルオフィシャルズ（スコアラーズテーブル）に

向かって右側とする。 

 

17 その他     (1) 提出書類に記載されたデータ（画像含む）は、主催者が大会運営委のため大会プ

ログラムや大会公式サイトなどに使用するほか、大会報道を目的として報道機関

に提供することがある。その他、個人情報および肖像権の取り扱いについては別

途定める。 

(2) 保護者の観戦は規程に準じること。また、中止・延期になることも加味する。 


